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資料３－１ 

 

第２回 第十一天竜丸転覆事故調査報告書を踏まえた安全対策検討委員会 
議事概要（案） 

 
１．日時：平成 25 年 2 月 19 日(火) 14:00～16:00 

２．場所：国土交通省 2 号館 15 階 海事局会議室 

３．出席者 
〈委員〉 
田村委員長、半崎委員、野尻委員、高田委員、飯田委員、宇野委員、遠藤委員、伊藤委員 
※順不同 （南委員、青木委員は欠席、高橋委員は代理出席） 

〈海事局〉 
坂下官房技術審議官（海事局担当）、加藤安全・環境政策課長、山本運航労務課長、

平原安全基準課長 他 

４．議事概要 
○議事（概要） 

・第１回検討委員会議事の概要について、事務局より説明が行われ、原案どおり承認された。 

・「川下り船の安全対策ガイドライン」について事務局から説明が行われ、内容について各項

目毎に以下の審議が行われた。 

●ガイドラインの適用対象について 
・「湖や沼など流れのない水域、または、ゆったりした流れの川を航行する遊覧船、屋形船な

ど」は、ガイドラインの適用対象外となるが、ガイドライン中の適用可能な安全対策につい

ては、ガイドライン適用対象外の事業者もこれを参考に安全対策の向上を図って頂くことが

好ましい旨の指摘があった。当該指摘に対し、本ガイドラインは川下り船特有の危険性に着

目して作成するものであるが、広く関係者に活用いただくよう、ガイドラインの書きぶりを

修正することとなった。 

●ポイント１ 運航管理の充実について 
・「船頭の飲酒後の乗船について、確実な管理を行うためには、呼気中のアルコール濃度の基

準値をガイドラインに明記することが好ましい旨の指摘があった。当該指摘に対し、「操船

者の呼気１リットル中のアルコール濃度が０．１５ｍｇ以上である間、乗船させてはならな

い。」旨、ガイドラインに明記することとした。 

●ポイント２ 船頭の操船技量と経験の充実について 
・ろかい船における船頭の操船技量区分等について例示されているが、船外機を有する川下り

船の場合、船外機があることでむしろ過信が生じ、危険な運航が行われ、また、未熟な技量

者による運航が行われることも危惧されるところ、船外機を有する川下り船の操船技量等に

ついても言及することが好ましい旨の指摘があった。当該指摘に対し、実態等を確認したう

えで、ガイドラインの修正について検討することとなった。 

●ポイント３ 危険箇所の把握と情報共有について 
・ヒヤリハット情報や、事故・危険情報などについて、警察、消防といった捜索・救助機関な

どと共有する仕組みを構築することが好ましい旨の指摘があった。当該指摘に対し、ガイド

ラインに捜索・救助機関など関係者とのヒヤリハット情報等を共有する仕組みの構築につい

て記述することとなった。 
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●ポイント４ 捜索・救助体制の構築・整備について 
・乗客一人一人の氏名、性別、年齢、住所、緊急時連絡先を乗船前に把握することは、困難な

ケースも想定されるが、捜索・救助活動を行う際には、少なくとも大人・子供別の乗船者数

の把握が重要である旨の意見があった。 

●ポイント５ 救命胴衣の着用の徹底について 
・救命胴衣を着用していない者の乗船を認めないとされていることについて、適切な救命胴衣

を着用することができない１歳未満の乳児や妊婦などの乗船を認めることができず、営業上

の問題となり得ることから、事業者にとっては、厳しい対応である旨の意見が述べられた。

当該意見に対し、事務局から、天竜川において発生した事故のように、不意に船舶が転覆し、

旅客が落水した場合、落水者の安全を確保するためには、救命胴衣の着用は必須であり、不

意に落水した場合の安全が十分に確保できない者の乗船は認めるべきではない旨の説明が

あった。 

・本ポイント５については、引き続き検討を行うこととなった。 

 
・第２回検討委員会での議論を踏まえ、事務局において、適宜、ガイドライン(案)の修正を行

い、次回の検討委員会において更なる検討を行うこととなった。 
 
○今後の予定 

平成２５年３月中旬に第３回検討委員会を開催する予定。 
 

以 上 
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平
成
23
年
に
発
生
し
た
天
竜
川
川
下
り
船
事
故
を
受
け
、
こ
の

よ
う
な
事
故
の
未
然
防
止
と
、
万
一
事
故
が
起
き
た
場
合
に
も
的

確
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
国
土
交
通
省
及
び
日
本
小
型
船
舶
検

査
機
構
で
は
、委
員
会
を
設
置
し
て
、安
全
対
策
に
つ
い
て
の
さ
ら

な
る
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
こ
の
た
び
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

　
川
下
り
船
事
業
者
の
皆
様
に
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に

し
な
が
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
に
応
じ
た
安
全
運
航
の
対
策
に
つ
い

て
見
直
し
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
い
っ
そ
う
の
お
客
様

の
安
全
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
消
防
、
警
察
な
ど
関
係
機
関
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

も
、
是
非
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
お
読
み
い
た
だ
き
、
川
下
り
船
事

業
の
安
全
確
保
へ
の
ご
支
援
を
願
え
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

天
竜
川
川
下
り
船
事
故

　
平
成
23
年
8
月
17
日
、
静
岡
県

の
天
竜
川
で
、
天
竜
浜
名
湖
鉄
道

株
式
会
社
が
運
航
す
る
川
下
り
船

「
第
十
一
天
竜
丸
」
が
お
客
様
21
名

を
乗
船
さ
せ
て
航
行
中
に
転
覆
し
、

2
歳
の
お
子
様
お
一
人
を
含
む
お
客

様
4
名
と
船
頭
さ
ん
お
一
人
の
計

5
名
の
方
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
、

5
名
の
方
が
負
傷
さ
れ
る
と
い
う

大
変
痛
ま
し
い
事
故
が
発
生
し
ま

し
た
。

　
事
故
を
起
こ
し
た
天
竜
浜
名
湖

鉄
道
株
式
会
社
は
、
事
故
発
生
以

降
、川
下
り
事
業
を
休
止
し
ま
し
た

が
、
平
成
24
年
3
月
末
限
り
で
、
事

業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
な
り
、63
年

の
伝
統
あ
る
同
社
の
川
下
り
船
の

歴
史
は
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

※ 

本
件
事
故
に
関
す
る
詳
細
は
、
運
輸
安

全
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
報
告
書
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。http://jtsb.m

lit.go.jp/
jtsb/ship/detail.php?id=3495

は
じ
め
に
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※
2 

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
に
つ
い

て
、
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、お
手
数
で
す
が
37
ペ
ー
ジ
の「
お

問
い
合
わ
せ
先
」
を
ご
覧
頂
き
、
最

寄
り
の
地
方
運
輸
局
等
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
インの
対
象
と
な
る

「
川
下
り
船
」と
は

　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、よ
り
い
っ
そ
う
の
安
全
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
く
川
下

り
船
は
、複
雑
な
流
れ
な
ど
に
よ
る
川
特
有
の
危
険
性
に
よ
り
、不
意
に
転
覆
し
、お
客
様

が
落
水
す
る
恐
れ
の
あ
る
小
型
船
舶（
総
ト
ン
数
20
ト
ン
未
満
の
船
舶
）で
す
。

　
流
れ
が
速
く
、白
濁
や
、渦
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
川
で
、観
光
客
を
乗
せ
、景
勝
地
な
ど
を

遊
覧
す
る
幅
3
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
船
舶
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
、安
全
対
策
の
充
実
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い（
※
2
）

　
な
お
、お
堀
、湖
、沼
、海
な
ど
流
れ
が
な
い
と
こ
ろ
、ま
た
は
、ゆ
っ
た
り
し
た
流
れ
の
川
を

航
行
す
る
遊
覧
船
、屋
形
船
、渡
し
船
な
ど
は
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、安
全
運
航
の
確
保
は
川
下
り
船
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、こ
れ
ら
の
船
舶

で
事
業
を
行
わ
れ
て
い
る
皆
様
も
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
、
自
社
の
運
航
に
適
用
可

能
な
対
策
を
極
力
取
り
入
れ
、
い
っ
そ
う
の
安
全
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。
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事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
に
は
、船
の
運
航
管
理
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
海
上
運
送
法
が
適
用
さ
れ
る
事
業
者
の
皆
様
は
、
自
社
の
安
全
管
理
規
程
や
そ
の
他
の

社
内
規
程
に
、そ
れ
以
外
の
事
業
者
の
皆
様
も
、社
内
規
程
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
文
化

し
て
、安
全
確
保
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

① 

船
の
運
航
管
理
及
び
お
客
様
の
安
全
に
関
す
る
業
務
全
般
を
統
括
す
る
「
運
航

管
理
者
」を
置
き
、船
長
そ
の
他
の
船
頭
と
協
力
し
て
お
客
様
の
安
全
を
図
る
。

② 

事
業
規
模
、航
路
の
特
徴
、運
航
形
態
を
勘
案
し
、以
下
の
事
例
を
参
考
に
、事

業
の
実
態
に
あ
っ
た「
運
航
計
画
」、「
配
船
計
画
」、船
頭
の「
配
乗
計
画
」を
作

成
す
る
。

 

特
に
、配
乗
計
画
は
、複
数
の
船
頭
が
乗
務
す
る
場
合
に
は
、他
の
船
頭
を
指
揮

監
督
す
る
船
長
を
定
め
る
。

ポ
イ
ン
ト

1 

運
航
管
理
の
充
実

安全管理規程
/社内マニュアル
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以下の項目を含む「運航計画」を作成し、変更があった場合は、その都度修
正する。
　1.運航コースの起点及び終点（寄港地があれば寄港地点）
　2.閑散期・繁忙期別、季節別の標準ダイヤ
　3.航路の航行要領
作成した「運航計画」は、5年間保存する。

運航計画

配船計画

配乗計画

以下の項目を含む「保有船舶リスト」を作成し、船舶の入れ替えなど変更が
あった場合は、その都度修正する。
　1.船名又は船舶を特定するための識別情報
　2.建造年月、整備・点検時期
　3.検査受検時期（検査対象船に限る）。
「保有船舶リスト」に基づいて、以下の項目を含む「配船計画」を毎年作成
する。
　1. 「運航計画」の標準ダイヤやお客様の需要に見合った配船 
　2. 船舶の整備・点検、船舶検査の時期 
　3. 予備船の投入時期
また、運航日毎に実際に使用した船舶と運航した時間を記録した「運航船舶
リスト」を作成する。作成した「保有船舶リスト」「配船計画」「運航船舶リス
ト」は、5年間保存する。

以下の項目を含む「乗組員名簿」を作成し、船頭の採用や退職があった場
合は、その都度修正する。
　1. 氏名
　2. 年齢
　3. 船長又はその他の船頭の別
　4. 経験年数
　5. 操船技量水準
「乗組員名簿」に基づいて、以下の項目を含む「配乗計画」を毎年作成する。
　1. 操船技量及び経験年数に応じた船頭の編成
　2. 気象や河川の水位に応じた増員基準
また、運航日毎にどの船舶に誰が乗務したかを記録した「配乗リスト」を作成
する。
作成した「乗組員名簿」「配乗計画」「配乗リスト」は、5年間保存する。

例）
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③  

運
航
中
止
の
措
置
を
と
る
べ
き
気
象
、
風
速
、
水
位
等
の
条
件
に
つ
い
て
、
運
航

基
準
を
定
め
る
。（
※
1
）

④  
単
独
航
行
は
な
る
べ
く
避
け
、
2
艇
以
上
が
お
互
い
に
見
え
る
範
囲
で
連
な
っ
て

航
行
す
る
よ
う
に
努
め
る
。（
万
一
の
と
き
に
僚
船
に
よ
る
救
助
が
期
待
で
き
る
）。

⑤  

船
長
は
、適
時
、運
航
の
可
否
判
断
を
行
い
、運
航
基
準
に
定
め
る
運
航
中
止
条

件
に
達
し
た
と
認
め
る
と
き
若
し
く
は
達
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

又
は
危
険
を
感
じ
る
と
き
は
、運
航
を
中
止
す
る
。

 

船
長
が
運
航
中
止
の
判
断
が
困
難
な
と
き
は
、
船
長
と
運
航
管
理
者
が
協
議

し
、両
者
の
意
見
が
異
な
る
と
き
は
運
航
を
中
止
す
る
。

 

船
長
か
ら
運
航
中
止
の
連
絡
が
な
い
と
き
又
は
運
航
継
続
の
連
絡
を
受
け
た

と
き
で
あ
っ
て
も
、
運
航
管
理
者
が
運
航
基
準
に
照
ら
し
運
航
を
中
止
す
べ
き

と
判
断
し
た
場
合
は
、運
航
管
理
者
は
、船
長
に
対
し
、運
航
の
中
止
を
指
示
す

る
。

 

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、運
航
管
理
者
は
、船
長
に
対
し
、運
航
継
続
を
促
す

指
示
を
し
な
い
。

⑥  

運
航
管
理
者
は
、
悪
天
候
や
ダ
ム
か
ら
の
放
流
に
よ
る
河
川
の
増
水
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
運
航
を
中
止
し
た
後
に
、運
航
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、お

客
様
を
乗
船
さ
せ
な
い
視
察
船
を
運
航
し
、航
路
の
安
全
を
確
認
す
る
。（
※
2
）

⑦  

運
航
管
理
者
は
、航
路
の
安
全
の
維
持
に
努
め
、特
に
増
水
後
は
必
要
に
応
じ
て

障
害
物
を
取
り
除
き
、航
路
の
整
備
を
行
う
。

※
1 

運
航
中
止
基
準
に
達
し
て
い

な
い
場
合
で
も
、
条
件
が
悪
く
危
険

を
感
じ
る
と
き
は
、
無
理
せ
ず
、
運

航
中
止
を
決
断
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

※
2 

天
竜
川
事
故
に
際
し
て
も
、

前
月
に
発
生
し
た
台
風
に
よ
る
増

水
で
川
の
状
態
が
変
化
し
、
台
風

前
と
比
べ
、
川
の
流
れ
や
噴
流（
ボ
イ

ル
）
の
発
生
状
況
が
変
化
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
運
航
中

止
後
の
運
航
再
開
時
の
み
な
ら
ず
、

日
々
の
営
業
運
航
に
あ
た
っ
て
も
、

航
路
の
状
況
に
変
化
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
場
合
の
視
察
船
の
運
航

や
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
も
第
1
便

の
船
頭
か
ら
の
報
告
に
よ
り
、
当
日

の
航
路
の
状
態
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。 

噴
流
（
ボ
イ
ル
）―
巻
末
「
川
の
基
礎

知
識
」参
照
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⑧ 

船
体
、機
関
、設
備
の
点
検
・
整
備
方
法
を
定
め
、船
長
に
発
航
前
の
点
検
を
徹

底
さ
せ
る
。

⑨  
運
航
管
理
者
は
、船
頭
が
飲
酒
等
の
後
、正
常
な
業
務
が
で
き
な
い
酒
気
帯
び
の

状
態
で
乗
船
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
措
置
を
と
る
。
ま
た
、
船
頭
の
健
康
の
維

持
を
図
る
よ
う
努
め
る
。（
※
3
）

⑩ 

自
船
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
や
他
船
の
事
故
を
目
撃
し
た
と
き
は
、
船
長
そ

の
他
の
船
頭
に
、「
人
命
の
安
全
の
確
保
」「
事
故
の
拡
大
防
止
」「
お
客
様
の
不

安
の
除
去
」に
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、速
や
か
に
捜
索
・
救
助

機
関
に
緊
急
通
報
さ
せ
る
。

 

（
緊
急
通
報
や
緊
急
時
の
備
え
に
つ
い
て
は
、ポ
イ
ン
ト
4
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

※
3 

国
土
交
通
省
は
、「
飲
酒
等
の

後
、
正
常
な
業
務
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
ま
で
の
間
、及
び
、い
か
な
る
場

合
で
あ
っ
て
も
呼
気
1
リ
ッ
ト
ル
中

の
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
が0.15m

g

以

上
で
あ
る
間
は
、
業
務
を
実
施
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
」
を
指
導
し
て
い

ま
す
。

川底

ボイル

上流 下流
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ポ
イ
ン
ト

2 

船
頭
の
操
船
技
量
と
経
験
の
充
実

　
河
川
は
、
海
や
湖
と
異
な
り
、
流
れ
も
速
く
複
雑
な
こ
と
も
あ
り
、
操
船
に
は
特
殊
な
技

量
と
経
験
が
要
求
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
船
頭
さ
ん
の
操
船
技
量
と
経
験
を
充
実
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
対
策
を
講

じ
ま
し
ょ
う
。
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① 
へ
乗
り（
舳
先
で
操
船
す
る
船
頭
）、と
も
乗
り（
船
尾
で
舵
を
操
作
す
る
船
頭
）な
ど
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
や
河
川
の
状
況
に
応
じ
た
、
船
頭
の
操
船
技
量
、
経
験
年
数
に
つ
い
て
の

基
準
を
設
け
る
。

② 

船
頭
の
操
船
技
量
を
少
な
く
と
も
年
1
回
以
上
、
定
期
的
に
確
認
し
、
そ
の
結

果
や
経
験
年
数
を
記
録
し
、管
理
す
る
。

③ 

配
乗
基
準
を
設
け
、
河
川
の
状
況
の
別
に
乗
船
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
頭

の
人
数
、操
船
技
量
水
準
を
明
確
に
す
る
。

④ 

船
頭
の
操
船
技
量
の
維
持
及
び
向
上
の
た
め
に
必
要
な
教
育
・
育
成
を
行
う
。 

船
頭
の
体
調
や
健
康
管
理
に
は
十
分
に
気
を
遣
う
。

　
今
回
の
運
輸
安
全
委
員
会
最
終
報
告
で
も
、
川
下
り
船
を
操
船
す
る
船
頭
さ
ん
の
技
能

に
関
し
、以
下
の
提
言
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

1 

船
頭
の
操
船
技
能
に
応
じ
た
水
準
を
設
け
、
操
船
技
能
の
審
査
を
毎
年
実
施
す
る
こ

と
。

2 

川
の
水
位
の
高
さ
な
ど
に
よ
り
操
船
が
困
難
な
状
況
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
状
況

に
応
じ
、
乗
船
す
る
船
頭
の
経
験
年
数
を
定
め
、
ま
た
、
乗
船
す
る
船
頭
の
人
数
の
追

加
な
ど
の
ル
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
。
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以
下
の
よ
う
な
取
り
組
み
事
例
も
参
考
に
、船
頭
さ
ん
の
操
船
技
量
の
把
握
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

〈
資
格
区
分
の
事
例
〉

　
鬼
怒
川
ラ
イ
ン
下
り
船
を
運
航
す
る
鬼
怒
高
原
開
発
株
式
会
社
で
は
、
船
頭
の
操
船
技

量
の
維
持
、向
上
の
た
め
、技
量
審
査
の
下
、以
下
の
よ
う
な
資
格
区
分
を
行
っ
て
い
ま
す
。

階級 技術内容（概略）

とも乗り

へ乗り

1級技術船頭

2級技術船頭

3級技術船頭

4級技術船頭

5級技術船頭

6級技術船頭

7級技術船頭

•全てに対応でき、全航行可能な安定し
た操船技術を持つ
•10年以上の経験を有し、一通りの水の
変化、状況に対応できる技術を身につ
ける

•営業可能水量上限での操船が可能
•一人立ちして、とも乗り船頭として操船
※ へ乗り船頭は 2級又は 1級技術船頭が乗船

•とも乗りの初心者
•安定した水位と流れの日に技術指導
船頭の指導の下、操船

•抱え櫂、もじり櫂を習得し、とも乗りの
準備段階にあるが、とも乗り（4級）は、
技術指導船頭の判断により無理と判
断した者
•とも乗りの補助として、あて櫂、抱え櫂
の技術習得による正確な使用ができる
ことにより、障害物、岩に近づくことを避
ける技術を習得
•初心者として、船を進行させる引き櫂
の技術習得者
•出船時に使用する、張り差し竿、差し
竿を習得 
※ 習得時は、空船にて練習をし、初め操船技術
判定者が指導するが、2級技術指導者が指
導することもある

「操船技術判定者」は、1級技術船頭の他、川下りに関わる関係職員が務める。
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〈
乗
組
体
制
の
事
例
〉

　
保
津
川
下
り
船
を
運
航
す
る
保
津
川
遊
船
企
業
組
合
で
は
、以
下
の
よ
う
な
基
準
の
下
、

船
頭
の
乗
船
体
制
を
決
め
て
い
ま
す
。

3名体制（以下の組合わせ基準による）

•経歴15年以上、又は、10年以上の経歴を有する
者であって15年以上の経歴を有する者の技能と
同等以上の者「1名」

•経歴10年以上、又は、5年以上の経歴を有する者
の技能と同等以上の者「1名」

•その他「1名」

平常時と比較した増水の状況や強風、航路状況（水
害等の後で航路状況の悪いとき）により、乗組定員の増員
を図る。

通常時

増水時 等
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河
川
は
水
位
や
流
れ
の
変
化
が
大
き
く
複
雑
な
た
め
、様
々
な
危
険
要
因
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
運
航
に
関
わ
る
全
て
の
職
員
が
危
険
箇
所
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
関
係
す

る
情
報
を
共
有
す
る
た
め
、次
に
掲
げ
る
対
策
を
講
じ
ま
し
ょ
う
。

① 

運
航
管
理
者
が
、
観
測
機
器
や
観
測
情
報
な
ど
に
よ
り
、
気
象
や
河
川
の
水
位

等
の
状
況
を
把
握
し
、こ
れ
ら
の
情
報
を
全
て
の
船
頭
と
共
有
す
る
。 

例
え
ば
、

国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、随
時
、「
川
の
防
災
情
報
」が
提
供
さ
れ
て

い
ま
す
。（
※
1
） 

② 

第
1
便
の
船
長
に
、航
路
の
気
象
、水
位
そ
の
他
の
運
航
に
関
わ
る
状
況
に
つ
い

て
、異
常
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、携
帯
電
話
や
無
線
通
信
機
で
運
航
管
理
者

に
報
告
さ
せ
、
そ
の
情
報
を
運
航
管
理
者
か
ら
適
当
な
方
法
に
よ
り
他
の
船
頭

に
伝
達
し
共
有
す
る
。

③ 

船
長
に
、
航
行
中
に
気
づ
い
た
異
変
を
直
ち
に
携
帯
電
話
や
無
線
通
信
機
で
運

航
管
理
者
に
連
絡
さ
せ
、そ
の
情
報
を
、運
航
管
理
者
か
ら
他
の
船
頭
に
伝
達
し

共
有
す
る
。

ポ
イ
ン
ト

3 

危
険
箇
所
の
把
握
と
情
報
共
有

※
1 

国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 
http://w

w
w.river.go.jp/
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④ 

船
長
そ
の
他
の
船
頭
に
、
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
情
報
を
運
航
管
理
者
に
報
告
さ
せ
、
運

航
管
理
者
は
、
そ
の
情
報
を
記
録
す
る
と
と
も
に
他
の
船
頭
に
伝
達
し
共
有
す

る
。

⑤ 
運
航
管
理
者
と
船
頭
が
協
議
し
て
、
航
路
の
見
通
し
が
悪
い
地
点
、
川
幅
が
狭

い
地
点
、
水
深
が
浅
い
地
点
、
水
面
に
わ
き
上
が
る
噴
流
や
ホ
ー
ル（
※
2
）
そ
の

他
の
危
険
箇
所
の
存
在
、
携
帯
電
話
や
無
線
通
信
機
が
使
用
で
き
な
い
区
間
を

マ
ッ
プ
化
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
危
険
を
回
避
す
る
操
船
方
法
を
検
討
し
、

そ
の
結
果
を
運
航
管
理
者
及
び
船
頭
全
員
で
共
有
す
る
。

天竜川事故の要注意場所マップ
（運輸安全委員会提供）

※
2 

ホ
ー
ル
―
巻
末
「
川
の
基
礎

知
識
」参
照

川底

上流 下流

ホール
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⑥ 

落
水
者
が
流
さ
れ
て
滞
留
し
や
す
い
地
点
及
び
陸
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
能
な
ポ
イ

ン
ト（
救
助
ポ
イ
ン
ト
）に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
マ
ッ
プ
化
し
、万
一
の
場
合
に
備
え
る
。

 
さ
ら
に
、作
成
し
た
マ
ッ
プ
を
活
用
し
て
、日
頃
か
ら
、船
頭
及
び
事
務
所
職
員
の

教
育・育
成
に
努
め
る
。（
※
）

 

　
運
輸
安
全
委
員
会
最
終
報
告
で
も
、
リ
ス
ク
管
理
に
関
し
、以
下
の
安
全
対
策
が
挙
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

1 

安
全
な
操
船
に
つ
い
て
気
付
い
た
こ
と（
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
情
報
な
ど
）を
記
録
し
、
発
表
す
る

な
ど
し
て
船
頭
等
の
職
員
間
で
情
報
の
共
有
を
図
る
こ
と
。

2 

運
航
前
に
全
て
の
船
頭
が
運
航
航
路
を
航
行
し
て
航
路
の
状
態
な
ど
の
確
認
を
行
う

こ
と
。

　
日
々
の
運
航
の
中
で
経
験
す
る
危
険
な
状
態
や
、
様
々
な
リ
ス
ク
情
報
を
、
船
頭
さ
ん
全

員
の
間
で
共
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
安
全
対
策
が
現
場
任
せ
と
な
ら
な
い
よ
う
、
運
航
管
理

者
や
運
航
に
携
わ
る
他
の
要
員
と
の
間
で
も
共
有
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
、気
づ
い
た
点
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、例
え
ば
、運
航
前
の
朝
礼
時
等
の
機
会
に
、報
告
・

発
表
し
、社
内
で
共
有
を
図
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

※ 

河
川
に
は
こ
の
他
に
も
様
々
な

危
険
箇
所
が
あ
り
ま
す
の
で
、巻
末

「
川
の
基
礎
知
識
」
を
参
照
く
だ
さ

い
。
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〈
リ
ス
ク
管
理
の
取
組
事
例
〉

　
球
磨
川
川
下
り
船
を
運
航
す
る
く
ま
川
下
り
株
式
会
社
で
は
、
リ
ス
ク
情
報
の
共
有
に

関
し
、以
下
の
よ
う
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

◉ 毎月、安全推進会議を開催し、安全運航をはじめとする事業運営に
関わる様 な々事項を検討

◉ 黒板に航路の危険箇所等を記載し、運航前に必ず確認

◉ 後続船の運航の参考とするため、先行船の船頭からの航路状況に
関する報告を会社と他の船頭に展開

◉ 運航中に危険を感じたときは、無理な運航をせず、途中で取りやめ
るよう指導を徹底

◉ 救命胴衣着用に関しても、天竜川事故以降は、お客様全員の着用
を確認した後でなければ発航しないよう内規を変更
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万
一
の
場
合
に
は
、迅
速
か
つ
的
確
な
捜
索
・
救
助
活
動
を
行
い
得
る
よ
う
、日
頃
か
ら
最

悪
の
事
態
に
備
え
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
こ
の
た
め
、次
に
掲
げ
る
対
策
を
講
じ
ま
し
ょ
う
。

﹇
1
﹈ 

捜
索
・
救
助
体
制
の
充
実

①  

事
故
発
生
時
の
連
絡
体
制（
捜
索
・
救
助
機
関
へ
の
連
絡
体
制
を
含
む
）や
連
絡
要
領（
連

絡
先
、連
絡
事
項
）、救
助
体
制
や
救
助
要
領
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
。 

 

ま
た
、こ
れ
ら
に
基
づ
く
訓
練
を
少
な
く
と
も
年
1
回
以
上
定
期
的
に
行
う
。

②  

乗
船
者
名
簿
を
作
成
し
、お
客
様
の「
氏
名
、性
別
、年
齢
、住
所
、緊
急
時
連
絡

先
」等
を
把
握
す
る
よ
う
に
努
め
る
。
少
な
く
と
も
、便
・
艇（
船
）ご
と
に
大
人
・

子
供
別
の
お
客
様
数
を
把
握
す
る
。
お
客
様
の
了
解
を
得
て
発
航
前
に
写
真

撮
影
を
行
っ
た
場
合
は
、こ
れ
を
活
用
す
る
。

﹇
2
﹈ 

緊
急
時
用
の
設
備
・
装
備
の
充
実

① 

事
務
所
及
び
全
て
の
船
に
携
帯
電
話
や
無
線
通
信
機
を
装
備
し
連
絡
手
段
を

確
保
す
る
。
携
帯
電
話
が
通
じ
な
い
区
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て

ポ
イ
ン
ト

4 

捜
索
・救
助
体
制
の
構
築
・整
備

※
1 

平
成
19
年
4
月
1
日
か
ら
、

Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
搭
載
し
た
携
帯
電
話
か

ら
緊
急
通
報（
一一
〇
番
、一一
八
番
、一一
九

番
）が
発
信
さ
れ
た
際
、通
話
が
接
続

さ
れ
た
捜
索
・
救
助
機
関
に
対
し
、

音
声
通
話
と
ほ
ぼ
同
時
に
通
報
者

の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
位
置
情
報
が
自
動
的
に

通
知
さ
れ
、電
子
地
図
上
に
表
示
さ

れ
る
シ
ス
テ
ム
が
運
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
携
帯
電
話
機
に
は
、
緊

急
時
に
レ
バ
ー
を
引
く
だ
け
で
あ
ら

か
じ
め
設
定
し
た
先
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
位
置

情
報
を
自
動
配
信
す
る
機
能
を
有

す
る
機
種
が
あ
り
、
有
効
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

携帯電話
事業者

通信指令室

迅速・確実な
現場への到達

110番通報

基地局

位置情報

音声通話

GPS測位
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地
方
運
輸
局
等
の
協
力
を
得
て
、
携
帯
電
話
会
社
に
対
策
を
相
談
す
る
。 

ま

た
、携
帯
電
話
を
導
入
す
る
場
合
は
、Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
を
搭
載
し
、防
水
機
能
を
有

す
る
も
の（
防
水
ケ
ー
ス
に
収
納
す
る
こ
と
も
可
）を
導
入
す
る
。（
※
1
）

② 
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
は
、
河
川
で
の
救
助
活
動
に
極
め
て
有
効
で
す
。
可
能
で

あ
れ
ば
、自
社
に
よ
る
捜
索
・
救
助
用
の
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
導
入
し
、操
船

訓
練
や
救
助
訓
練
も
行
っ
て
、自
ら
捜
索
・
救
助
が
行
え
る
体
制
を
整
備
す
る
。

（
19
ペ
ー
ジ「
捜
索・救
助
機
関
等
と
の
連
携
」参
照
）。

③ 

事
務
所
及
び
全
て
の
船
に
ス
ロ
ー
ロ
ー
プ（
※
2
）の
積
極
的
な
導
入
を
検
討
す
る
。

④ 

落
水
し
た
人
を
低
体
温
症
の
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
事
務
所
そ
の
他
の
拠

点
に
サ
バ
イ
バ
ル
シ
ー
ト（
防
寒
シ
ー
ト
）を
装
備
す
る
。

 

ま
た
、低
体
温
症
状
の
危
険
性
に
つ
い
て
、船
長
そ
の
他
の
船
頭
の
理
解
を
深
め

る
。

スローロープの例

スローロープを使用した救助訓練風
景（埼玉県秩父警察署山岳救助隊）

※
2 

ス
ロ
ー
バ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る

バ
ッ
ク
に
水
に
浮
く
ロ
ー
プ
が
入
っ

た
も
の
で
、船
上
や
陸
上
か
ら
ロ
ー

プ
を
投
げ
て
要
救
助
者
を
助
け
る

た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。10
〜

25
メ
ー
ト
ル
と
長
さ
の
選
択
肢
も

多
く
、20
メ
ー
ト
ル
程
度
の
も
の
が

約
七
千
円
で
市
販
さ
れ
て
い
ま
す
。

使
用
に
は
あ
る
程
度
の
練
習
は
必

要
で
す
が
、落
水
者
救
助
の
他
、川

岸
の
人
に
船
を
引
い
て
も
ら
う
こ

と
な
ど
に
も
使
え
、有
効
性
は
高
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。（
巻
末「
川
の
基
礎

知
識
」参
照
）
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「
低
体
温
症
」（
ハ
イ
ポ
サ
ミ
ア
）

 

　
日
本
語
で
「
低
体
温
症
」
と
呼
ば
れ
る
ハ
イ
ポ
サ
ミ
ア
は
、
体
温
の
自
律
的
な
調
整
が

不
能
に
な
り
、体
幹
部
の
温
度
が
低
下
し
て
身
体
機
能
や
代
謝
機
能
が
衰
え
、最
終
的
に

は
死
に
至
っ
て
し
ま
う
症
状
の
こ
と
を
言
う
。

 

　
水
は
、
空
気
の
約
25
倍
の
熱
伝
導
率
を
持
っ
て
も
っ
て
い
る
た
め
、
ハ
イ
ポ
サ
ミ
ア
は
水

に
浸
か
っ
て
し
ま
っ
た
り
濡
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
不
可
避
的
に
か
つ
劇
的
に
発
症
、
進

行
す
る
。

 

（
巻
末「
川
の
基
礎
知
識
」参
照
）

﹇
3
﹈ 

捜
索・救
助
機
関
等
と
の
連
携

　 

捜
索
・
救
助
機
関（
警
察
・
消
防
）、河
川
管
理
事
務
所
、同
じ
水
域
で
活
動
す
る
他

の
川
下
り
船
事
業
者
や
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
事
業
者
と
連
絡
協
議
会
を
構
成
し
、
日

頃
か
ら
次
に
掲
げ
る
取
り
組
み
を
実
施
す
る
。

①  

川
下
り
船
は
自
由
自
在
に
は
動
け
ず
操
船
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
由

度
の
高
い
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
が
コ
ー
ス
を
譲
る
な
ど
の
航
行
ル
ー
ル
の
策
定

②  

事
故
発
生
時
の
捜
索・救
助
の
協
力
体
制
の
構
築・整
備
の
申
し
合
わ
せ

③  

合
同
訓
練（
緊
急
時
通
報
、落
水
者
の
捜
索・救
助
、心
肺
蘇
生
に
関
す
る
救
急
救
命
実
習
等
）

 

参
考

 

　
埼
玉
県
の
長
瀞
地
区（
荒
川
上
流
）で
は
捜
索
・
救
助
機
関
、川
下
り
事
業
者
、ラ
フ
テ
ィ
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ン
グ
事
業
者
に
よ
る
連
絡
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
安
全
な
航
行
ル
ー
ル
の
策
定
、
定
期
的

な
合
同
救
助
訓
練
等
を
行
う
こ
と
で
、大
き
な
効
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

④ 

ポ
イ
ン
ト
3
⑤
及
び
⑥
で
作
成
し
た
マ
ッ
プ
情
報
の
共
有

⑤ 

河
川
利
用
者（
個
人
及
び
事
業
者
）に
対
す
る
安
全
啓
発・指
導
等

 

（
注
1
） 

捜
索
・
救
助
機
関（
警
察
・
消
防
）、河
川
管
理
事
務
所
、同
じ
水
域
で
活
動
す
る
他
の
川
下
り

船
事
業
者
や
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
事
業
者
と
の
連
携
強
化
や
協
力
体
制
の
構
築
・
整
備
が
円
滑
に
進
ま
な

い
場
合
に
は
、37
ペ
ー
ジ
の「
お
問
い
合
わ
せ
先
」を
ご
覧
い
た
だ
き
、最
寄
り
の
地
方
運
輸
局
等
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

 

（
注
2
） 

流
れ
の
あ
る
河
川
に
お
い
て
水
難
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
利

用
し
た
捜
索・救
助
が
極
め
て
有
効
で
す
。
川
下
り
等
の
河
川
レ
ジ
ャ
ー
が
盛
ん
な
地
域
に
お
い
て
は
、

警
察・消
防
に
ラ
フ
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
に
よ
る
捜
索・救
助
体
制
の
構
築
を
要
請
し
ま
し
ょ
う
。
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緊
急
通
報

　
運
輸
安
全
委
員
会
最
終
報
告
で
も
、緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
関
し
、以
下

の
4
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

1 

事
故
を
目
撃
し
た
者
は
、そ
の
場
所
か
ら
直
ち
に
緊
急
通
報
を
行
う
こ
と
。

2 

全
て
の
船
に
携
帯
無
線
機
を
設
置
し
、事
務
所
や
船
間
の
連
絡
を
密
に
行
う
こ
と
。

3 

水
難
救
助
訓
練
を
救
助
機
関
と
共
に
実
施
し
、船
長
に
よ
る
緊
急
通
報
、事
業
者
に
よ

る
応
急
救
助
の
内
容
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

4 

心
肺
蘇
生
に
関
す
る
救
急
救
命
実
習
を
毎
年
実
施
す
る
こ
と
。

　
天
竜
川
の
事
故
に
お
い
て
は
、
事
故
発
生
か
ら
約
8
分
後
、
現
場
近
く
に
い
た
他
の
川
下

り
船
か
ら
連
絡
を
受
け
た
事
務
所
の
担
当
者
が
一一
九
番
通
報
を
し
て
い
ま
す
が
、一
刻
も
早

い
救
助
が
求
め
ら
れ
る
状
況
下
で
は
、捜
索
・
救
助
機
関
に
よ
る
事
故
現
場
の
早
期
把
握
の

た
め
に
も
、事
故
現
場
か
ら
直
接
、捜
索
・
救
助
機
関
に
通
報
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま

す
。

　
上
記﹇
1
﹈か
ら﹇
3
﹈の
取
り
組
み
に
加
え
、
事
故
船
の
船
頭
や
他
船
の
事
故
を
目
撃
し

た
船
の
船
頭
か
ら
、会
社
へ
の
事
故
報
告
に
先
立
ち
、捜
索
・
救
助
機
関
に「
い
つ
、ど
こ
で
、何

が
起
こ
っ
た
か
」の
第
一
報
を
行
う
体
制
と
手
順
を
決
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。（
※
）

※ 

捜
索
・
救
助
機
関
へ
の
通
報
が
、

現
場
の
船
舶
か
ら
で
は
な
く
、
事
業

者
の
事
務
所
か
ら
通
報
さ
れ
た
場

合
に
は
、捜
索
・
救
助
機
関
に
対
し
、

現
場
の
船
舶
関
係
者
の
連
絡
先
も

必
ず
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

捜索・救助機関
110番、119 番

事業者の事務所

通報（※）

事案の発生を認識した船舶

事案発生
現場での応急活動

①第一報（救助要請） ②事故発生の報告
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救
命
胴
衣
の
着
用
は
、
川
下
り
船
の
安
全
対
策
の
中
で
も
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

万
一
の
場
合
で
も
、救
命
胴
衣
を
適
切
に
着
用
し
て
い
れ
ば
、非
着
用
の
場
合
に
比
べ
て
助
か

る
可
能
性
が
大
幅
に
向
上
し
ま
す
。

　
天
竜
川
川
下
り
船
事
故
を
受
け
、国
土
交
通
省
で
は
、全
国
の
川
下
り
船
事
業
者
の
皆
様

に
、
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
等
を
通
じ
、「
年
齢
を
問
わ
ず
乗
客
へ
の
救
命
胴
衣
の
着
用
を
徹
底

す
る
こ
と
」、「
乗
船
す
る
小
児
の
数
に
応
じ
て
、適
切
な
小
児
用
の
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣

を
備
え
、着
用
を
徹
底
す
る
こ
と
」を
指
導
し
て
き
ま
し
た
。

　
救
命
胴
衣
着
用
の
有
効
性
は
、子
供
に
限
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
後
は
、次
の
措
置
に
よ
り
、お
客
様
の
救
命
胴
衣
の
着
用
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

① 

年
齢
を
問
わ
ず
、全
て
の
お
客
様
に
救
命
胴
衣
を
常
時
着
用
さ
せ
る
。

 

子
供
に
も
体
格
に
あ
っ
た
救
命
胴
衣
を
着
用
さ
せ
る
。

 

船
頭
も
操
船
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
救
命
胴
衣
を
着
用
す
る
。

　 

　
従
来
は
、小
児
を
除
き
、救
命
胴
衣
に
代
え
て
、救
命
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
使
用
も
認
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
後
は
、
小
児
や
高
齢
者
の
方
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
お
客
様
に
、
救

ポ
イ
ン
ト

5 

救
命
胴
衣
着
用
の
徹
底

平成23年海上保安庁調べ

救命胴衣着用者救命胴衣非着用者

死亡率
14％

生存率
86％

生存率
47％

死亡率
53％
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命
胴
衣
の
着
用
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。

　 

　
救
命
胴
衣
を
着
用
し
な
い
お
客
様
や
体
格
に
あ
っ
た
救
命
胴
衣
が
な
く
着
用
が
困
難

な
お
客
様
に
つ
い
て
は
、乗
船
さ
せ
な
い
こ
と
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

　 

Ｈ
Ｐ
に
よ
る
お
客
様
へ
の
周
知
の
例

 

安
全
に
ご
乗
船
い
た
だ
く
た
め
の
救
命
胴
衣
の
着
用
に
つ
い
て

 

長
瀞
ラ
イ
ン
下
り
で
は
、
よ
り
安
全
に
ご
乗
船
い
た
だ
く
た
め
、
救
命
胴
衣
（
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
）の
着
用
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

　 

着
用
に
同
意
さ
れ
な
い
お
客
様
お
よ
び
着
用
で
き
な
い
方（
身
長
60
セ
ン
チ
未
満
の
お
子
様
）
に
つ

い
て
は
乗
船
を
お
断
り
し
て
お
り
ま
す
。

　 

皆
様
の
ご
理
解
、ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　 

秩
父
鉄
道 

長
瀞
ラ
イ
ン
下
り
Ｈ
Ｐ
よ
り

 

　
ま
た
、
そ
の
旨
を
、海
上
運
送
法
が
適
用
さ
れ
る
事
業
者
の
皆
様
は
、安
全
管
理
規
程

に
、
そ
れ
以
外
の
事
業
者
の
皆
様
は
、社
内
規
程
に
、
そ
れ
ぞ
れ
明
記
し
、救
命
胴
衣
の
着

用
の
徹
底
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。（
※
）

② 

待
合
所
や
発
券
場
所
な
ど
お
客
様
の
目
に
留
ま
り
や
す
い
箇
所
に
救
命
胴
衣
の

着
用
励
行
を
促
す
ポ
ス
タ
ー
な
ど
を
掲
示
し
、船
内
に
は
、救
命
胴
衣
の
着
用
方

法
及
び
使
用
方
法
を
掲
示
す
る
。

㈶熊野川町ふれあい公社HPより
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救命クッション

※ 

救
命
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
使
用
し
て
こ

ら
れ
た
事
業
者
に
お
か
れ
て
は
、
必

要
な
数
の
救
命
胴
衣
を
備
置
の
上
、

そ
の
着
用
の
徹
底
及
び
安
全
管
理

規
程
等
へ
の
そ
の
旨
の
明
記
を
、
遅

く
と
も
1
年
以
内
（
平
成
25
年
度
中
）

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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万
一
の
事
故
に
備
え
、お
客
様
の
理
解
と
協
力
が
必
要
で
す
。

　
現
場
で
は
、発
航
前
に
、次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
お
客
様
に
十
分
に
説
明
し
、
お
客
様

の
協
力
と
理
解
を
得
て
、安
全
確
保
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

﹇
1
﹈ 

救
命
胴
衣
の
着
用
と
使
用
方
法

① 

船
を
降
り
る
ま
で
脱
が
な
い
こ
と
。

② 

落
水
時
に
脱
げ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
体
に
隙
間
が
な
い
よ
う
し
っ
か
り
ベ
ル

ト
を
締
め
る
こ
と
。

③ 

膨
張
式
の
場
合
は
、膨
ら
ま
す
方
法（
作
動
索
を
引
く
。
膨
ら
み
が
十
分
で
な
い
場
合
に
は

直
接
息
を
吹
き
込
む
等
）を
説
明
す
る
こ
と
。（
※
）

 ﹇
2
﹈ 

乗
船
中
の
注
意

① 

手
足
を
船
の
外
に
出
す
と
、
船
と
岩
な
ど
に
挟
ま
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、船
の
外
に
、身
を
乗
り
出
し
た
り
、手
足
を
出
し
た
り
し
な
い
こ
と
。

② 

小
さ
な
船
は
、人
が
立
ち
上
が
っ
た
り
移
動
し
た
り
す
る
と
動
揺
し
て
お
客
様
が

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
転
倒
し
た
り
、落
水
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、み
だ
り

ポ
イ
ン
ト

6 

お
客
様
へ
の
注
意
事
項
の
説
明

㈱荒川ライン下りHPより

※ 

自
動
膨
張
式
で
あ
っ
て
も
、
自

動
膨
張
装
置
が
作
動
し
な
い
場
合

に
備
え
て
、手
動
に
よ
る
膨
張
方
法

を
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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に
立
ち
上
が
っ
た
り
席
を
移
っ
た
り
し
な
い
こ
と

﹇
3
﹈ 
落
水
時
の
対
応

　 
万
一
、
落
水
し
た
場
合
に
は
慌
て
て
立
ち
上
が
ろ
う
と
せ
ず
、
足
を
下
流
側
の
水

面
近
く
に
上
げ
、
ラ
ッ
コ
の
よ
う
な
姿
勢
で
流
さ
れ
、
流
れ
の
緩
い
と
こ
ろ
で
救

助
を
待
つ
こ
と
。
足
を
上
げ
な
い
と
川
底
の
障
害
物
に
引
っ
か
か
り
危
険
で
す
。

　
運
輸
安
全
委
員
会
最
終
報
告
で
も
、救
命
胴
衣
の
着
用
励
行
に
関
し
、以
下
が
提
言
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
多
く
の
事
業
者
の
皆
様
は
、
自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、
救
命
胴
衣
の
着
用
を

呼
び
か
け
て
い
ま
す（
22
ペ
ー
ジ
参
照
）。

■ 

待
合
所
、
発
券
場
所
な
ど
に
救
命
胴
衣
の
着
用
に
関
す
る
看
板
の
設
置
や
掲
示
を
行

う
こ
と
。

　
待
合
所
や
発
券
場
所
に
救
命
胴
衣
の
常
時
着
用
を
お
願
い
す
る
看
板
を
掲
示
し
て
お
客

様
に
協
力
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
、救
命
胴
衣
の
常
時
着

用
を
お
願
い
す
る
文
章
を
掲
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
旅
行
業
者
を
通
じ
た
団
体
の
お
客

様
へ
の
お
願
い
に
も
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　
以
上
の
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
、日
々
の
川
下
り
船
の
運
航
に
当
た
っ
て
は
、以
下
の
安
全

チ
ェ
ッ
ク
が
行
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
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お客様への注意事項の説明

Check!

船頭の体調チェック
船体・救命具のチェック

社内での共有
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出航

航路の状況報告

船頭への情報伝達 /

救命胴衣の着用確認

航路の安全確認
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船
舶
は
、
船
体
や
機
関
が
航
行
に
十
分
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
万
一
事
故
が
起
き

た
場
合
に
も
人
命
の
安
全
の
確
保
が
で
き
る
よ
う
救
命
胴
衣
等
の
救
命
設
備
が
備
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
動
力（
エ
ン
ジ
ン
）付
き
の
船
舶
の
み
な
ら
ず
、
無
動
力

で
も
旅
客
定
員
が
6
名
を
超
え
る
船
舶
は
、
定
期
的
に
船
舶
検
査
を
受
検
す
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
小
型
船
舶
検
査
機
構
が
行
う
定
期
検
査
、中
間
検
査
を
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト

7 

船
舶
検
査

操
縦
免
許
証
の

更
新
も
忘
れ
ず
に
！

　
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦

者
法
に
基
づ
く
小
型
船
舶
操
縦
免

許
証
の
有
効
期
間
（
5 

年
）
の
更
新

手
続
に
つ
い
て
も
忘
れ
ず
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
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川
下
り
の
歴
史
は
、川
の
流
れ
を
利
用
し
て
、山
か
ら
切
り
出
し
た
木
材
を
い
か
だ
に
組
ん

で
輸
送
し
た「
筏
流
し
」や
、物
資
輸
送
の
手
段
と
し
て
江
戸
時
代
に
各
地
に
普
及
し
た「
高

瀬
舟
」に
ま
で
遡
り
ま
す
。

　
時
代
は
流
れ
、現
在
で
は
、「
川
下
り
」と
い
え
ば
、お
客
様
を
乗
せ
て
景
勝
地
を
小
型
の
船

舶
で
下
る「
観
光
川
下
り
」と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

観
光
地
を
訪
れ
る
お
客
様
の「
人
命
」と
い
う
、最
も
大
切
な
も
の
を
運
ぶ
も
の
と
な
っ
た
現

代
の
川
下
り
で
、平
成
23
年
、大
変
残
念
な
事
故
が
起
き
ま
し
た
。

　
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、こ
の
よ
う
な
不
幸
な
事
故
を
二
度
と
起
こ
さ
な
い
た
め
、川
下
り
事

業
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
大
自
然
の
す
ば
ら
し
い
景
色
の
中
で
川
下
り
を
楽
し
ん
だ
こ
と
が
、
全
て
の
お
客
様
に

と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
の
1
ペ
ー
ジ
と
な
る
よ
う
、
事
業
者
の
皆
様
に
お
か
れ
て
は
、

水
し
ぶ
き
の
中
で
輝
く
お
客
様
の
笑
顔
を
明
日
も
運
べ
る
よ
う
、
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

内
容
を
参
考
に
し
な
が
ら
、い
っ
そ
う
の
安
全
対
策
の
充
実
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。

お
わ
り
に

筏流しと高瀬舟
保津川遊船企業組合HPより
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固型

固型

固型

固型

15kg～ 40kg

膨脹

膨脹

TK-55B型（小児用-S）
TK-13B型（小児用-S）
TK-13B型（小児用-M）
TK-55B型（小児用-M）
TK-55B型（小児用-L）
TKD-1K型
TK-200C型
TK-2003B型（小児用）
TV-11C 3S
TV-11C SS 【旧型式名：ESPADA-1C型】

TV-11C 【旧型式名：TV-23C型】

TV-11 【旧型式名：TV-23型】

幼児 型
小児型

NS-1500型
NS-12L型
NS-20L型
NS-4000型
NS-10Z-I型
NS-17型
NS-3AZ-Ⅱ
NS-7CN-Ⅱ
NS-J2000型
NS-JS-M型
NS-JS-S型

株式会社オーシャンライフ 
TEL : 0738-23-4616 
FAX : 0738-23-2650 
URL : http://www.lifejacket.jp

高階救命器具株式会社
TEL : 06-6568-3512 
FAX : 06-6568-7528 
URL : http://www.tlpc.co.jp

東洋物産株式会社 
TEL : 03-5305-7451
FAX : 03-5305-7452 
URL : http://www.toyo-bussan.co.jp

日本救命器具株式会社 
TEL : 03-6221-3393 
FAX : 03-6221-3392 
URL : http://www.nickyuco.com

日本船具株式会社 
TEL : 03-3447-7272 
FAX : 03-3447-7204 
URL : http://www.nihon-sengu.co.jp

固型

15kg～ 40kg

15kg～ 40kg

15kg～ 40kg

15kg～ 40kg

15kg～ 40kg

15kg～ 40kg

40kg以上兼大人

40kg以上兼大人

15kg未満

15kg未満

15kg未満

15kg未満

製造者の名称 適用体重 型式 備考
膨脹・
固型の別

小型船舶用救命胴衣リスト5（子供用）

オーシャン Jr-1S型

オーシャンＪｒ-1M型

小児膨脹型
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日本救命器具株式会社 
TEL : 03-6221-3393 
FAX : 03-6221-3392 
URL : http://www.nickyuco.com

日本船具株式会社 
TEL : 03-3447-7272 
FAX : 03-3447-7204 
URL : http://www.nihon-sengu.co.jp

固型

固型

膨脹

膨脹

NQS-8型
背抜き型
背抜き 2型
背抜き 3C型
NQV-AT型 【旧型式名：自動膨脹型】

NQV-MN型 【旧型式名：手動膨脹型】

ズボン内層型
ベルト型
手動ベルト型
NS-10Z-Ⅰ型 40kg以上小児兼用

NS-17型 40kg以上小児兼用

NS-3AZ-Ⅱ 40kg以上小児兼用

NS-3Z-1型
NS-78LL型
NS-78L型
NS-78M型
NS-7BN-Ⅱ型
NS-7CN-Ⅱ 40kg以上小児兼用

NS-8Z型
NS-J2000型 40kg以上小児兼用

NS-JS-M型 40kg以上小児兼用

NS-JS-S型 40kg以上小児兼用

NS-SL-Ⅰ型
NS-SL-Ⅲ型
NS-UK-11型
NS-UN-7型
NS-ウクンダ A8型
NS-ウクンダ A9型
NS-333型
NS-555型
NS-777型

製造者の名称 型式 備考
膨脹・
固型の別

小型船舶用救命胴衣リスト4（大人用）
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藤倉航装株式会社 
TEL : 03-3785-2111 
FAX : 03-3784-0416 
URL : http://www.fujikura-parachute.co.jp

東洋物産株式会社
TEL : 03-5305-7451
FAX : 03-5305-7452
URL : http://www.toyo-bussan.co.jp

高階救命器具株式会社 
TEL : 06-6568-3512 
FAX : 06-6568-7528 
URL : http://www.tlpc.co.jp

日本救命器具株式会社 
TEL : 03-6221-3393 
FAX : 03-6221-3392 
URL : http://www.nickyuco.com

固型

固型

固型

膨脹

膨脹

膨脹

FW-100
FW-2型
LW-25型
TV-01型
TV-11 40kg以上小児兼用 
 【旧型式名：TV-23型】

フロッグコート GⅡ型
BJ-1500型
BJ-1700型
FN-101
FN-201
FN-50
FN-60
FN-70
FN-HA
SMNN-02
SMNW-01
WP-1
NQK-1型
NQK-10型
NQS-6型
NQS-7型

TK-5100型
TK-5110型
TK-5200型
TK-5220型
TK-5320型
YM-005型
YM-006型
YM-007型
YM-020型
YM-021型

製造者の名称 型式 備考
膨脹・
固型の別

小型船舶用救命胴衣リスト3（大人用）
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製造者の名称 型式 備考
膨脹・
固型の別

小型船舶用救命胴衣リスト2（大人用）

DF-2102型
LJ-3型
MQ-04
TK-12A型
TK-13A型
TK-170型
TK-17A型
TK-180型
TK-18A型
TK-200A型
TK-24A型
TK-26型
TK-30型
TK-701型
TKD-1型
TKW-1型
TKW-2B型
E/MQ-01B型
EXE-2700型
OW-2040Ⅱ
TK-2000型
TK-2220型
TK-2230型
TK-2300（MKS）型
TK-2310L型
TK-2310型 【旧型式名：TK-2310(6F)型】

TK-2420型
TK-2610L型
TK-3000型
TK-3500型
TK-4320型

高階救命器具株式会社 
TEL : 06-6568-3512 
FAX : 06-6568-7528 
URL : http://www.tlpc.co.jp

固型

膨脹
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アール・エフ・ディー・ジャパン株式会社 
TEL : 045-629-0055
FAX : 045-629-0057
URL : http://www.rfd.co.jp

株式会社オーシャンライフ 
TEL : 0738-23-4616 
FAX : 0738-23-2650 
URL : http://www.lifejacket.jp

株式会社前垣 
TEL : 076-241-7201 
FAX : 076-243-1356 
URL : http://www.maegaki.com

株式会社双進 
TEL : 03-3252-8521 
FAX : 03-3254-0009 
URL : http://www.sohshin-�shing.jp

興亜化工株式会社 
TEL : 03-5835-2924 
FAX : 03-5835-1041 
URL : http://www.koa-kako.co.jp

膨脹

固型

固型

膨脹

膨脹

膨脹

TJW-5R型

TJW-7R型

RBBエアーライフベストB-5

YM-200型

オーシャンⅠ型
オーシャンⅡ型
オーシャン C-Ⅱ型
オーシャン C-Ⅲ型
オーシャンBW-2003型
オーシャンDX-5型
オーシャンWB型
オーシャンLG-1型
オーシャンLG-3型
オーシャンRE-5型
オーシャンWR-1型
オーシャンWR-3型

製造者の名称 型式 備考
膨脹・
固型の別

小型船舶用救命胴衣リスト1（大人用）

KK-1
KK-3
KK-5
KK-8
KK-12
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札 幌 支 部 011-837-1102 011-837-1103札幌市豊平区美園 3条 5-1-15 原ビル 4階
函 館 支 部 0138-26-3583 0138-26-1123函館市大町 9-20 カクタスビル 2階
青 森 支 部 017-777-2491 017-777-2492青森市安方 1-1-32 水産ビル 5階
仙 台 支 部 022-364-8647 022-364-8658塩竃市貞山通 3-4-6
秋 田 支 部 018-857-4344 018-857-4345秋田市土崎港西 1-7-28
千 葉 支 部 043-204-9701 043-246-8070千葉市中央区中央港 1-16-21
東 京 支 部 03-3522-5330 09-3522-5331江東区新木場 1-2-15
横 浜 支 部 045-780-3450 045-780-3451横浜市金沢区福浦 2-15-22
新 潟 支 部 025-279-3690 025-279-3691新潟市東区長者町 6-1
金 沢 支 部 076-222-2645 076-222-2647金沢市駅西新町2-15-37 コーワ102ビル2階
浜 松 支 部 053-455-0643 053-455-0615浜松市中区海老塚 1-8-27
沼 津 支 部 055-952-3981 055-952-3982沼津市常盤町 1-2-6 Mビル常盤
名古屋支部 052-712-3151 052-712-3030名古屋市東区矢田南 1-4-15
鳥 羽 支 部 0599-25-6151 0599-25-6137鳥羽市鳥羽3-7-7 NTT鳥羽ビル第3棟 2階
大 津 支 部 077-525-2687 077-525-2662大津市際川 1-2-12
舞 鶴 支 部 0773-76-3282 0773-76-4027舞鶴市字上安久135-5 第 2西矢ビル
大 阪 支 部 06-6554-0151 06-6554-0152大阪市大正区泉尾 7-7-3
神 戸 支 部 078-925-1300 078-925-1302神戸市西区森友 2-47-4
和歌山支部 073-431-9709 073-431-9735和歌山市築港 4-5
境 支 部 0859-44-5178 0859-44-5184境港市外江町 1626番地 岡野ビル
岡 山 支 部 086-200-1780 086-200-1781岡山市中区藤崎 551-14
広 島 支 部 082-254-6027 082-254-6028広島市南区宇品海岸 3-9-38
尾 道 支 部 0848-23-7250 0848-23-7880尾道市東御所町9-1 尾道ウォーターフロントビル 4階
下 関 支 部 083-245-3241 083-245-3641下関市長府港町 1-7
高 松 支 部 087-812-2306 087-812-2307高松市木太町 2682-3
松 山 支 部 089-952-3463 089-952-3412松山市住吉 2-12-9
高 知 支 部 088-882-3003 088-882-3018高知市若松町 13-17
福 岡 支 部 092-632-0552 092-632-0545福岡市博多区千代 6-1-57
長 崎 支 部 0957-43-5090 0957-43-5250諫早市多良見町化屋 1852-2
三 角 支 部 0964-52-3800 0964-52-3809宇城市三角町三角浦 1160-179
大 分 支 部 0977-21-2461 0977-21-9587別府市若草町 14-4
鹿児島支部 099-262-3801 099-262-3803鹿児島市南栄 6-2-11
沖 縄 支 部 098-863-7002 098-862-8551那覇市泊 3-1-8
本 部

062-0003
040-0052
030-0803
985-0011
011-0945
260-0024
136-0082
236-0004
950-0066
920-0027
432-8033
410-0853
461-0048
517-0011
520-0002
624-0913
551-0031
651-2132
640-8287
684-0071
702-8006
734-0011
722-0036
752-0953
760-0080
791-8062
780-0812
812-0044
859-0401
869-3207
874-0925
891-0122
900-0012
102-0073 03-3239-0821 03-3239-0829東京都千代田区九段北 4-1-3 飛栄九段北ビル 5階

小型船舶検査機構本部及び支部

名称  〒  所在地  電話  FAX
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北海道運輸局
海上安全環境部

060-0042 011-290-2773 011-290-1031北海道札幌市中央区大通西10丁目
札幌第 2合同庁舎

東北運輸局
海上安全環境部

983-8537 022-791-7516 022-299-8884宮城県仙台市宮城野区鉄砲町 1
仙台第四合同庁舎

関東運輸局
海上安全環境部

231-8433 045-211-7230 045-201-8794神奈川県横浜市中区北仲通 5-57
横浜第二合同庁舎

北陸信越運輸局
海事部

950-8537 025-285-9160 025-285-9176新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1
新潟美咲合同庁舎 2号館

中部運輸局
海上安全環境部
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近畿運輸局
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ラフトボートと呼ぶのが正しい呼称。ラフトとは
元来、筏を意味するが、転じて急流を漕ぎ下る
ゴムボートをラフトボートと呼ぶようになった。

一般的なレジャー用ゴムボートと違って、前後左右が対照の形になっているのが特徴
で、岩などに衝突しても簡単に破れないように丈夫なゴム布で作られている。このゴム布
は、以前は繊維で強化されたゴム布にハイパロン加工したものがほとんどだったが、最近
は繊維で強化された軟質 PVCに変わりつつある。
急流の波にも舳先をつっこみにくくするために、ボートの前後はキックアップと呼ばれる
ロッカーが付けられていて、侵入した
水を自動的に排水するセルフベイリン
グのフロア構造になっている。空気
膨張式で浮上力、安定性が高く、気室
が複数に分割されているために安全
性も高い。

シャフトの片側だけにブレードが付いたパドルで、原則的に片側だけを漕ぐ
小舟。パドルは艇体に固定されていない。漕ぎ手は、膝を船底に付けた
座位で漕ぐ。一般的にカヌーというと、デッキ（甲板）で閉塞されていないボー

ト状のデザインになっている。このことから、オープンデッキカヌーと呼ぶこともある。一
部、競技用のカヌーには、カヌーであり
ながらデッキを持つものもあるが、これ
は特にクローズドデッキカヌーと呼ん
でいる。

シャフトの両側にブレードが付いたパドルで、左右を交互に漕ぐ小舟。
パドルは艇体に固定されていない。漕ぎ手は、尻を舟底に付けた座位
で漕ぐ。舟底（ハル）、

ガンネル（船縁）、デッキ（甲板）が一体化
したクローズドデッキスタイルで、一見
するとカプセル様の形をしているのが
特徴である。

用語    解説

川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

ラフティング用ボート
（ラフトボート）

Raft boat

カヌー
Canoe

カヤック
Kayak
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用語    解説

川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

長さ15～20m、直径10mm前後の水に浮く比
重の繊維で編まれたフローティングロープを、浮
力材の入ったバッグに収納した投擲（とうてき）用

救助ロープ。陸上から漂流者に投げたり、舟上から落水者に投げたりして回収救助す
るための道具。応用としてはラフティング用ゴムボートに連結して、陸上から遠隔でボー
ト操作をして救助活動するための誘導ロープとして活用したり、リバーレスキューにおい
ては不可欠な救助機材である。救命浮き輪に比べて有効投擲（とうてき）距離が長く、応
用活用もできるため利便性が高い。

日本語で「低体温症」と呼ばれるハイポサミア
は、体温の自律的な調整が不能になり、体幹部
の温度が低下して身体機能や代謝機能が衰

え、最終的には死に至ってしまう症状のことを言う。人間は、肺呼吸をする動物であると
ともに恒温動物でもある。体温の恒常性を維持することは、生命活動の基本要件である。
水は、空気の約 25倍の熱伝導率を持っている。このため、非常に乱暴だが簡単に言う
と、冷水に浸かってしまった場合、同じ着衣でも空気中にいるのと比べて 25倍の速さで
ハイポサミアに陥ってしまう。もちろんハイポサミアは陸上の空気中でも、湿度、気温、健
康状態、着衣の状況によっては簡単に発症するが、水に浸かってしまったり濡れてしまっ
た場合は、不可避的にかつ劇的に発症、進行する。
罹病（りびょう）すると、軽度では唇の紫変色や頻尿、自分では止められない激しい震えなど
の兆候を表わすが、中度、重度と進行すると現場での手当では有効な方法がなく、専門
医と専用施設がないと致命的な状態となる。ちなみに、中度以降では精神的錯乱、整合
性のない行動、心拍数の低下などの症状を起こし、重度では意識不明、心肺停止へとい
たる。山の遭難事故でも、死に至る要因のトップ3がこのハイポサミアである。

スローロープ
（スローバッグ）

Through rope (Through bag)

ハイポサミア
（低体温症）
Hypothermia

スロータイプ・スローバッグ



ホワイトウォーターとは急流、激流を意味する専門用語。逆巻く波、落ち込む流れには
空気の泡が含まれ、その泡が光を乱反射させて白く光っているため、白く光る水＝ホワイト
ウォーターとして表現されている。フローティングポジションは漂流姿勢のこと。すなわち、
ホワイトウォーター・フローティングポジションで、急流漂流姿勢となる。
この姿勢は、漂流または遊泳中に、脚部が川底に下がらないためにとる姿勢で、フットエン
トラップメントを予防する最も効果的な姿
勢である。具体的には、足を下流側、頭部
を上流側にして仰向けに浮き、両膝と両つ
ま先を水面上に出して流れていく。
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川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

右岸とは、上流を背にして下流側に向
かって立った時に右となる岸。左岸と
は、上流を背にして下流側に向かって
立った時に左となる岸。

日本語では一般的に堰堤とか堰と呼
ばれる非常に比高（高度差）の低いダ
ム。通常はダムの包の上を流れが越
流しており、その直下にバックウォッ
シュを伴ったリ・サーキュレーションが
発生している。

右岸、左岸
The right bank, The left bank

ローヘッドダム
Low head dam

ホワイトウォーター・フローティングポジション
ラッコのポーズ（漂流姿勢）

White water floating position   

ローヘッドダム

右岸 左岸

上流

下流
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川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

エントラップメントのなかでも、とくに発生件数
が多く、専門的な事象用語として定着している
のがフットエントラップメント。文字通り、水中

で脚部がなにかに捕捉されて動けなくなり、動水圧によって沈められてしまう致命的なア
クシデントである。川底に存在する障害物（岩と今の隙間、岩盤の裂け目、投棄された自転車などの
粗大ゴミなど）に脚が捕捉されて起きる。
主に、漂流した人間が、反射的に川に
立ちこもうとした時に生じ、いったん生
じるとその直後に動水圧によって下
流側に倒しこまれてしまう。発生場所
としては、流れが早く、水深が腰ぐらい
までの浅い場所、すなわち立とうと思
えば立てそうな場所で起きる。

漂流した者がストレーナーに捕捉された場合
は、体全体がエントラップメントしてしまうの
で、この場合はボディーエントラップメントと呼

ぶ。フットエントラップメントは一定の深さのポイントのみで生じるが、ボディーエントラッ
プメントは水深の深い浅いには関係なく、ストレーナーが存在すればどのような流れの中
でも起きる。発生すると、水中で体全体が動水圧によってストレーナーに押し付けられる
ため、自力脱出が不能なまま致命的な状態となる。

フットエントラップメント
Foot entrapment

ボディエントラップメント
Body entrapment
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川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

ストレーナーとは本来、水は素通しさせるが物体は流さずとどめ
る漉し器やざるの意味である。この漉し器やざると同様の現象
を起こす障害物が非常に多く川の流れの中に存在するが、この

ような障害物を全般的にストレーナーと呼んでいる。川に倒れ込んで、進路を塞ぎなが
らなおかつ水中で枝を張っている倒木などがこの代表例だが、そのような自然物のみな
らず、護岸用の消波ブロック、さまざまな形の水制、水面上に張り渡したワイヤー、梁など
の漁労施設などがストレーナーとなる。いずれも、川の流れを素通しさせるが、漂流して
くる人間や船舶などを引っ掛けてしまい、引っかかったものは動水圧によってその場に張
り付いてしまうため、非常に危険な障害物となる。

ストレーナーの一種だが、とくに岩と岩が積み重なって形成され
たストレーナーを特別にシーブ（スィブ）と呼んでいる。岩と岩の
隙間に水は通るが、人は通過させないため非常に危険。

言語本来の意味は「罠にかかる」ということだが、スト
レーナーなどの障害物に漂流した人体が動水圧に
よって押し付けられ、水中で捕捉されてしまう状態を一
般的にエントラップメントという。

ストレーナー
Strainer

シーブ
Sieve

エントラップメント
Entrapment

ストレーナー

シーブ
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川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

流水が川底に勾配がある部分を流
れ落ちるとき、速度を上げながら傾
斜した流れを作る。この速い流れを

シュートと言う。勾配をともなったダウンストリーム
Vの一種とも認識することもできる。

シュート
Shoot

川の水表面上に形成
される水理現象のひ
とつで、川を真上から

見たときに上流側に向かってV字型の波形が形成
されているのがアップストリームＶ。この場合、Ｖの
頂点部分に何らかの障害物（例えば目視はできないが水
面下に存在する岩や鉄筋や杭など）が存在していることを
示唆している。
河川を航行する場合は、余計な障害物との接触を避
けるために、アップストリームVはその頂点付近を避
けて進行することが望まれる。ちなみに、アップスト
リームとは「上流」または「上流側」を意味する。

アップストリームＶ
Up stream V

川の水表面上に形成される水理現象のひとつで、川
を真上から見たときに下流側に向かってV字型の
波形が形成されているのがダウンストリームＶ。この

場合、Vの頂点の位置がもっとも水深が深く、逆にＶの両端は浅い。もしくは水面下に
なんらかの障害となる物体が存在していることを表
している。岸が左右からせり出しているような場所
においても、寄せられた流れが中央でせめぎ合い、ダ
ウンストリームVを形成する。河川を航行する場合
は、余計な障害物との接触を避けるために、ダウンス
トリームVはその頂点か頂点の近くを目指して進行
することが望まれる。ちなみに、ダウンストリームとは
「下流」または「下流側」を意味する。

ダウンストリームＶ
Down stream V

下流

下流

川底
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川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

高所から低所に向かって落ち込んだ速い流れが遅い流れ
に当たって水面に湧き上がったボイルの流れが、上流に向
かって激しく流れていくのがバックウォッシュだが、ボイルか

らの流れが下流側に向かって流れていくのがアウトウォッシュ。ボイルを分水嶺とした場
合、上流側に向かう流れがバックウォッシュ、下流側に流れていくのがアウトウォッシュで
ある。

ホールにおいては、落ち込むフェースの流れと、巻
き返すバックウォッシュの流れが合流して循環
流を形成する。これをリ・サーキュレーションと呼

ぶ。このリ・サーキュレーションは漂流物をその場にとどめて捕捉するため、自力での脱出
は困難を極める。

ストリームとは流れのこ
と。場合によってはカレ
ントとも言うが意味は同

じ。また、特に流れの中心（流れの芯＝もっとも強く早く流れてい
る部位）はメインストリーム（メインカレント）と呼んでいる。な
お、アップストリームとは上流を、ダウンストリームは下流
を表す用語となる。

ホールを形成する水理現象の一部で、岩などを乗り越えた流れが低所
にハイスピードで流れ落ちている部分。とくにその表面の流れをフェース
と呼ぶ。

アウトウォッシュ
Out wash

リ・サーキュレーション
Re circulation

ストリーム（カレント）
Stream (Current)

フェース
Face

高所から低所に向かって落ち込んだ速い流れが、遅い流れ
に当たって水面に湧き上がるのがボイルだが、このボイルが
上流に向かって激しく流れていくのがバックウォッシュ。い

わゆる逆巻く波、あるいは返し波だが、規模の大きなバックウォッシュの場合、浮遊物や
漂流者を補足してしまう働きを示す。

バックウォッシュ
Back wash

メインストリーム
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川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

流れが川中の岩などを乗り越えたあと落ち込み、巻き返すように波立つ場
所をホールと言う。川面に大きく穴が穿たれたように見えることからこの名
前が付いている。「ホール」という名称は、さまざま複合した水理現象の総

称だが、細かなメカニズムについては以下に詳細を記す。

川床方向から水面方向に湧き上がってくる流れ。文字通り、
沸騰した水が沸いているように見えるのでこのような呼び名が
ついている。水深の極端の差や、水中の岩を乗り越えてハイス

ピードで流れ落ちる場合など、速い流れが遅い流れの下に潜り込み、行き場を失って水
面に湧き上がることによって起きる。

ホール
Hole

ボイル（噴流）
Boil

ボイルライン
Boil line

リ・サーキュレーション

フェース

川底

ホール ボイル アウトウォッシュ
バックウォッシュ

上流 下流

一般にボイルは、水中の岩を流れが乗り越えるなどしてピンポイ
ントで生じるが、堰堤などの場合は、線状に盛り上がった堤体
を乗り越えた流れが下流側で左岸から右岸にわたって直線状

のボイルを形成する。これがボイルラインである。

フェース

ホール

アウトウォッシュ
バックウォッシュボイルライン
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エディーを作る岩、構造物の上流側に生じる水理現象。流れが岩や
構造物に当たって乗り越えようとして盛り上がる状態をクッションと
呼ぶ。上流側にクッションを生じる物体は、必ず下流側にはエディー
が生じる。

岩や崖などで、流れが当たる水面以下が大きくえぐれ
ている、あるいはえぐれと同じ状態になっている状態が
アンダーカット。アンダーカットの障害物は、当たっ
た流れを押し戻すことがないため、上流側にクッショ

ンは生じない。同時に、下流側にはエディーを形成しない。アンダーカットの岩や崖に
当たった流れは押し戻されることなく川底方向に向かい、強烈なダウンフォース（川床に向
かう引き込みの力）となって浮遊物を引き込む。

川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

クッション
Cushion

アンダーカット
（アンダーカットロック）

Undercut  （Undercut rock）

クッション

岩上流 下流

エディ

アンダーカット

岩上流 下流



本流（メインカレント）とエディー（反
転流）を分ける一条のライン。この
ラインは波形であったり水面の段

差であったりするが、本流と、反転して再び本流に戻る流れ
がぶつかり合い、せめぎ合うことによって生じる。またこのエ
ディーラインは、高圧の流れが低圧の流れに潜り込んでいるこ
とによって筋状に発生するが、このラインの水面下では強いダ
ウンフォースが生じている。特に増水時など、高圧の流れと
低圧の流れとの圧力差が大きな場合、本流とエ
ディーを分け目にはっきりと視認できる段差が
生じる。その段差はあたかもフェンスのように見
えるためこれをエディーフェンスという。
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鉛直方向の水の圧力は「水圧」と呼ばれるが、「動水圧」はこれとは異
なる概念で、上流から下流に流れる水が押す力のことである。水圧が

川床に対して垂直方向の圧力であるのに対して、動水圧は水平方向の圧力と考えれば
分かり易い。なお動水圧は運動エネルギーであるため、速度の二乗倍に比例して圧力
が大きくなる。

川の基礎知識
～川に関する用語の解説～

用語    解説

反転流。流れが岩、構造物などによって遮
られたとき、その岩や構造物の下流側に生じ
る反転流をエディ－と呼ぶ。上流からの流

れが岩に当たると、流れは岩によって左右に分流するが、岩の
下流側で反転して合流する。これが反転流である。水面上
では渦のように回転する反転流だが、水中では沈み込む流れ
（ダウンフォース）と湧き上がる流れ（ボイル）が循環している。

本流からエディーに入ること。エディー入り込むことによっ
て本流の流れが押す圧力（動水圧）から逃れることが可能
になる。

動水圧

エディー
Eddy

エディーライン
Eddy Line

エディーキャッチ
Eddy Catch

エディ

エディライン

岩

上流

下流
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川
の

基礎知識
～川に関する用語の解説～
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天竜ライン遊舟（有）　常務取締役 半崎　信弘 欠席

鬼怒高原開発(株)　常務取締役 野尻　孝二

救命設備
メーカー

東洋物産(株)　取締役（営業４部長） 高田　義則

警察 埼玉県秩父警察署地域課　警部補 飯田　雅彦

消防 静岡県浜松市消防局　警防課長 宇野　浩

Ｊ Ｃ Ｉ 日本小型船舶検査機構　業務部次長 遠藤　健一

関東運輸局海上安全環境部　首席運航労務監理官 高橋　正

中部運輸局海上安全環境部　首席運航労務監理官 伊藤　稔

官房技術審議官（海事局担当） 坂下　広朗

安全・環境政策課長 加藤　光一

運航労務課長 山本　博之

安全基準課長 平原　　祐

学識経験者

事業者

運輸局

海事局

第十一天竜丸転覆事故調査報告書を踏まえた安全対策検討委員会
（出席者一覧）


